
給付額について（年額） ※ 一部早期給付を受給された方は残額（年額の3/4）となります。

通信制

152,000円 52,100円

17,370円

13,030円

（注）・保護者等とは、親権を行う者（親権を行う者がないときは、未成年後見人）となります。

ⅳ）所得割合算額が１８２，５００円未満の世帯
※ⅱ及びⅲの世帯を除く

ⅲ）所得割合算額が１０５，５００円未満の世帯
※ⅱの世帯を除く

ⅴ）所得割合算額が２６４，５００円未満の多子世帯
※ⅱ及びⅲを除く

熊本県奨学のための給付金 対象確認シート（私立用）

通信制・専攻科以外 専攻科

ⅰ）生活保護受給世帯

ⅱ）非課税世帯

52,600円
52,100円

17,370円

13,030円

50,670円

38,000円

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

保護者等の居住地

の都道府県にお問

合せ下さい

ＮＯ

該当しませんＮＯ

該当しません

※ ただし、家計急変があっ

た場合、対象になる可能性が

あります。

ＮＯ

ＮＯ

熊本県奨学のための給付金の対象となりますので、申請書や必要書類について提出してください。

保護者等の居住地は熊本県ですか？

令和８年（２０２６年）７月１日現在、学校に在学していますか？

保護者等全員の令和８年度(２０２６年度)の「所得割合算額」が

「非課税」又は「１０５，５００円未満」ですか？

令和８年(２０２６年)７月１日現在、生活保護（生業扶助）を受給していますか？

専攻科以外の場合：①にお進みください

専攻科の場合 ：②にお進みください

保護者等全員の令和８年度（２０２

６年度）の「所得割合算額」が「１

８２，５００円未満」ですか。

① ②

生計維持者全員の令和８年（２０

２６年度）の「所得割合算額」が

「２６４，５００円未満」であり、

かつ３人以上の子を扶養（多子世

帯）していますか？

ＹＥＳ

ＮＯ


